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日
本
国
憲
法
と
明
治
憲
法

―
表
現
の
観
点
か
ら
―

安

保

克

也

は
じ
め
に

　

昨
今
は
、
読
売
新
聞
社
に
続
い
て
、
産
経
新
聞
社
も
改
憲
草
案
を

発
表
し
た
（
（
（

。
ま
た
、
自
民
党
な
ど
も
、
す
で
に
改
憲
草
案
を
発
表
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
何
故
か
、
日
本
国
憲
法
の
九
条
や
九
六
条
の
改
正
条
項

な
ど
に
は
様
々
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
憲
法
二
一
条
の
表

現
の
自
由
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
議
論
が
活
発
的
な
議
論
が
さ
れ
て

い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

私
見
と
し
て
は
、
憲
法
九
条
同
様
、
憲
法
二
一
条
の
粗
雑
さ
は
目

に
余
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
憲
法
二
一
条
は
、
憲
法
九
条
と
同
様
、

か
な
り
特
殊
な
条
文
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し

て
は
、
表
現
の
自
由
は
民
主
主
義
国
家
に
と
っ
て
自
明
な
も
の
だ
と

理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、「
一

切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
い
う
文
言
に
異
論
を

唱
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
が
根
底
に
あ
る
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
国
の
基
本
法
で
あ
る
憲
法
が
、
大
東
亜
戦
争
（
以
下
、

第
二
次
世
界
大
戦
と
呼
ぶ
）
に
敗
れ
た
た
め
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
最
高
司

令
部
）
か
ら
、
脅
迫
の
よ
う
な
形
で
押
付
け
ら
れ
た
と
い
う
か
、
日

米
の
合
作
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
の
上
に
制
定
さ
れ
た
と
見
る
べ
き

か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
圧
力
に
よ
っ
て
一

国
の
憲
法
が
成
立
し
た
と
い
う
現
実
は
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
国
憲
法
は
制
定
過
程
が
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
あ
る
が
故
に
、

年
数
を
重
ね
る
ご
と
に
綻
び
の
程
度
が
、
ひ
ど
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
安
倍
晋
三
氏
が
総
理
大
臣
に
返
り
咲
き
、
改
憲
論
派

も
、
最
近
、
よ
う
や
く
勢
い
づ
い
て
き
た
。

　

私
見
で
は
、
改
憲
に
賛
成
の
立
場
で
あ
る
が
、
安
倍
総
理
が
主
張

す
る
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
に
は
反
対
の
立
場
で
あ
る
。

　

戦
後
レ
ジ
ー
ム
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
枠
組
み
か
ら
脱
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却
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
安
倍
総
理
が
主

張
す
る
よ
う
な
意
味
で
、
日
本
国
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

反
対
な
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
反
対
な
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
国
憲
法
を
改
正
す
る
な

ら
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
を
ス
タ
ー
ト
時
点
に
す
る
の
で
は

な
く
、
明
治
の
時
代
を
ス
タ
ー
ト
時
点
に
す
る
べ
き
だ
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。

　

今
日
の
国
家
体
制
の
多
く
は
、
明
治
時
代
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
残
滓
は
多
々
残
っ
て
い
る
。
明
治
と
い
う
時
代
は
、
欧
米

列
強
の
植
民
地
化
を
免
れ
る
為
に
近
代
化
を
推
進
し
た
時
代
で
あ
り
、

大
日
本
帝
国
憲
法
（
以
下
、
明
治
憲
法
と
呼
ぶ
）
を
制
定
し
、
世
界
史

的
に
見
れ
ば
、
日
本
の
産
業
革
命
時
代
と
も
言
え
る
か
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
日
本
国
の
歴
史
上
、
栄
光
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

栄
光
は
無
念
に
も
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
北
し
、
残
滓
は
今
日
ま
で

残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
憲
法
改
正
で
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
の
敗
北
を
癒
す
と
い
う
意
味
合
い
は
あ
ろ
う
が
、
明
治
時
代

に
築
き
上
げ
た
成
功
モ
デ
ル
が
、
現
在
で
は
通
用
し
な
く
な
っ
た
こ

と
を
自
戒
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
象
徴
的
な
も
の
は
、
明
治
憲
法
時
に
制
定
さ
れ
、
今
日
ま
で

姿
を
変
え
て
存
在
し
て
い
る
中
央
集
権
制
で
あ
る
。
脱
中
央
官
僚
制

度
の
克
服
を
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
圧
力
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
国
憲
法

も
形
式
上
は
明
治
憲
法
七
三
条
の
改
正
で
あ
る
以
上
、
憲
法
改
正
は

日
本
国
憲
法
で
は
な
く
明
治
憲
法
を
改
正
の
軸
に
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
明
治
憲
法
の
条
文
は
現
在
の
世
界
情
勢
を
み
れ
ば
時
代

に
合
わ
な
い
も
の
も
多
々
あ
る
が
、
明
治
憲
法
を
制
定
し
た
先
人
の

思
い
と
熱
意
あ
る
い
は
精
神
は
、
現
在
で
も
十
分
に
通
用
す
る
の
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
国
憲
法
に
対
比
し
た
上
で
、
明
治
憲
法
を

再
確
認
す
る
意
義
は
今
日
的
な
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
我
々
に

有
益
な
指
針
を
与
え
る
か
と
考
え
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
日
本
国
憲
法
二
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
表
現

の
自
由
」
の
条
文
の
構
造
や
文
言
を
、
日
本
人
の
歴
史
と
伝
統
と
文

化
の
上
に
成
立
し
た
明
治
憲
法
と
比
較
し
、
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

　

た
だ
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
も
、
日
本
国

憲
法
制
定
時
と
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
は
分
け
て

論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、メ
デ
ィ
ア
社
会
と
ニ
ュ
ー
・

メ
デ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に

す
る
。
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一
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
表
現

（
一
）　
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
表
現
の
現
状
に
つ
い
て

　

明
治
憲
法
に
お
い
て
も
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
と
同
様
に
、
表
現

の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
明
治
憲
法
で
認
め
ら
れ
て
い
た
「
表
現
の
自
由
」
は

「
言
論
の
自
由
」（
言
論
著
作
印
行
）
と
い
う
名
称
で
あ
り
、
当
然
、

名
称
も
異
な
る
以
上
、
内
容
面
で
も
相
違
が
あ
っ
た
。

【
明
治
憲
法
】

第
二
六
条　

�

日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
信

書
ノ
秘
密
ヲ
侵
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ

第
二
九
条　

�

日
本
臣
民
ハ
法
律
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
言
論
著
作
印

行
集
会
及
結
社
ノ
自
由
ヲ
有
ス

【
日
本
国
憲
法
】

第
二
一
条　
　

�

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の

表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

　
　
　
　

二　

�

検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の

秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

日
本
国
憲
法
の
「
表
現
の
自
由
」
は
、
明
治
憲
法
が
制
定
さ
れ
た

後
、
世
界
各
国
で
、
人
権
意
識
が
高
ま
り
、
人
権
が
拡
大
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
明
治
憲
法
と
日
本

国
憲
法
を
単
純
に
比
較
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
法
制
度
を
比
較
す
る
場
合
、
現
在
か
ら
過
去
を
比

べ
れ
ば
、
人
権
制
度
な
ど
は
明
ら
か
に
劣
る
の
は
必
然
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
、
一
方
的
に
、
現
在
の
価
値

基
準
か
ら
、
明
治
憲
法
下
で
の
言
論
の
自
由
に
は
、「
法
律
ノ
範
囲

内
ニ
於
テ
」（
明
治
憲
法
二
九
条
）
と
い
う
法
律
の
留
保
が
つ
い
て
い

た
め
、
限
定
的
な
自
由
で
し
か
な
い
の
で
、
言
論
の
保
護
が
不
十
分

と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
「
法
律
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
」
に
関
し
て
、
倉
山
満
は
、「
今
の
憲
法

学
で
は
、
帝
国
憲
法
は
そ
も
そ
も
が
『
臣
民
の
権
利
』
は
天
皇
の
恩

恵
と
し
て
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
法
律
の
留
保
に
よ
っ
て
、

自
由
に
制
限
が
で
き
た
、
と
書
く
の
が
通
例
で
す
。
…
…
帝
国
憲
法

で
は
、
議
会
が
定
め
た
法
律
で
制
約
し
ま
す
（
（
（

」
と
述
べ
る
。

　

倉
山
満
の
批
判
は
、
当
時
、
他
の
大
陸
法
国
家
で
も
明
治
憲
法
と

同
じ
よ
う
な
運
用
だ
っ
た
の
で
、
明
治
憲
法
だ
け
が
他
の
諸
外
国
法

に
比
べ
て
、
自
由
に
人
権
を
制
約
し
て
い
た
よ
う
に
論
じ
る
考
え
方

に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

私
見
も
、
倉
山
満
と
同
じ
解
釈
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
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（
二
）　�

大
学
入
学
試
験
に
お
け
る
「
法
律
の
留
保
」
の
解
釈

に
つ
い
て

　

誤
解
の
あ
る
「
法
律
の
留
保
」
の
解
釈
は
、
最
近
の
入
学
試
験

（
私
立
中
学
、
高
校
、
大
学
な
ど
）
な
ど
で
、「
法
律
の
留
保
」
に
対
す

る
誤
っ
た
評
価
が
、
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
明
治
憲
法
下
で
は
、
言
論
の
保
護
が
不
十
分
と
い
う
評

価
が
正
し
い
、
と
入
学
試
験
を
通
し
て
、
自
然
に
、
国
民
に
植
え
つ

け
て
い
く
過
程
が
存
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
倉
山
満
が
、
非
常
に
重
大
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
多
少
、
引
用
が
長
く
な
る
が
、
引
用
を
す
る
。

　

倉
山
満
に
よ
れ
ば
、「
二
〇
〇
五
年
の
東
京
大
学
入
試
（
前
期
）

の
日
本
史
第
四
問
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
吉
野
作
造
の
論
文
『
憲
政

の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
』
の
一
部
を
読

ん
で
設
問
に
答
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
次

の
箇
所
で
す
。

憲
法
は
其
内
容
の
主
な
る
も
の
と
し
て
（
イ
）
人
民
権
利
の
保

障
、（
ロ
）
三
権
分
立
主
義
、（
ハ
）
民
選
議
院
制
度
の
三
種
の

規
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
仮
令
憲
法
の
名
の
下

に
、
普
通
の
法
律
よ
り
も
強
い
効
力
を
附
与
せ
ら
る
る
国
家
統

治
の
根
本
規
則
を
集
め
て
も
、
以
上
の
三
事
項
の
規
定
を
欠
く

時
は
、
今
日
之
を
憲
法
と
は
い
わ
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
居
る
。

（
中
略
）
つ
ま
り
此
等
の
手
段
に
よ
っ
て
我
々
の
権
利
義
務
が

保
護
せ
ら
る
る
政
治
を
立
憲
政
治
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
設
問
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
と
の
間
に
は
共
通
点
と
相
違

点
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
ず
れ
も
国
民
の
人
権
を
保
障
し

た
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
法
律
の
定
め
る
範
囲
内
と
い
う

制
限
を
設
け
た
の
に
対
し
、
日
本
国
憲
法
に
は
そ
の
よ
う
な
限

定
は
な
い
。（
後
略
）

　

こ
の
設
問
を
読
む
と
、
出
題
者
が
吉
野
の
論
文
を
ま
っ
た
く
理
解

し
て
い
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
お
そ
ら
く
ま
と
も
に
通
読
さ
え
し
て

い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
（
（

」
と
述
べ
る
。

　

続
け
て
、
倉
山
満
は
、「
な
ぜ
な
ら
ば
、
引
用
箇
所
の
す
ぐ
あ
と

で
、
吉
野
作
造
は
『
法
律
の
留
保
』
こ
そ
が
文
明
の
証
で
あ
り
、
大

日
本
帝
国
憲
法
が
ま
っ
と
う
な
憲
法
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
、
と

言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
（
（
（

」
と
主
張
す
る
。

　

そ
の
論
拠
と
し
て
、
倉
山
満
は
、「『
重
大
な
権
利
義
務
は
政
府
が

議
会
に
相
談
す
る
こ
と
な
し
に
勝
手
に
定
め
る
こ
と
は
せ
ぬ
、
必
ず

法
律
で
定
め
る
と
云
う
様
な
規
定
は
、
各
国
の
憲
法
に
於
て
其
最
も

重
要
な
る
部
分
は
普
ね
く
掲
げ
ら
れ
て
居
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
法

律
で
定
め
る
と
い
う
の
は
即
ち
議
会
が
参
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
議
会
が
此
事
に
与
か
る
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
議
会
に
代
表

者
を
送
る
所
の
人
民
が
間
接
に
此
重
要
な
る
問
題
の
議
定
に
容
喙
す
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る
を
得
る
の
で
、
従
っ
て
人
民
は
間
接
な
が
ら
自
家
の
権
利
自
由
を

自
ら
保
護
す
る
事
が
出
来
る
理
屈
に
な
る
（
（
（

』」
と
論
文
の
箇
所
を
示

す
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
倉
山
満
は
「
こ
れ
が
『
法
律
の
留
保
』
に
対
す
る
吉
野

作
造
の
理
解
で
す
。
法
律
の
留
保
と
は
人
民
の
権
利
自
由
を
政
府
に

勝
手
に
制
約
さ
せ
な
い
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
法
律
の
留
保
が
あ
る

か
ら
こ
そ
人
民
は
み
ず
か
ら
権
利
義
務
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

吉
野
は
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
（
（
（

」
と
述
べ
る
。

　

倉
山
満
の
主
張
を
検
証
し
て
見
る
と
、
吉
野
作
造
は
、「
議
会
に

代
表
者
を
送
る
所
の
人
民
が
間
接
に
こ
の
重
要
な
る
問
題
の
議
定
に

容
喙
す
る
を
得
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
人
民
は
間
接
な
が
ら
自
家
の

権
利
・
自
由
を
み
ず
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
出
来
る
理
屈
に
な
る
。

こ
う
い
う
趣
旨
で
こ
の
種
の
規
定
は
、
今
日
、
各
国
の
憲
法
に
通
有

の
特
徴
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
だ
い
た
い
に
お
い
て
は

こ
の
種
の
規
定
は
近
代
憲
法
に
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

な
っ
て
居
る
（
（
（

」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
倉
山
満
の
指
摘
は
正
し
い
の

で
あ
る
。

　

私
見
で
は
、
吉
野
作
造
が
、「
法
律
の
留
保
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人

民
は
み
ず
か
ら
の
権
利
義
務
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
主
張

し
た
根
拠
と
し
て
、
以
下
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
初
期
ま
で
は
、
政
府
内
で
も
天
賦
人
権
論
は
公
認
さ
れ
て
お

り
、
明
治
憲
法
に
人
権
規
定
を
設
け
る
こ
と
自
体
は
、
政
府
内
で
も

早
く
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
た
（
（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
自
由
民
権
運
動
の
勢
い
が
増
す
に
つ
れ
て
、「
政
府

は
『
臣
民
の
権
利
は
天
皇
が
与
え
る
も
の
』
と
い
う
一
種
の
法
実
証

主
義
に
い
わ
ば
変
節
し
た
（
（
（

」
た
め
、「
臣
民
の
権
利
義
務
」
自
体
は

政
府
の
思
想
的
な
方
針
転
換
し
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
に
、
無
制
限
の
自
由
を
与
え
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
自
由

を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
政
府
が
判
断
を
し
て
、
法
律
の
留
保
と

い
う
制
限
を
与
え
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
法
律
の
留
保
と
は
、
吉
野
作

造
の
理
解
と
同
様
に
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
的
に
権
利
保
障
を
定
め

な
い
で
、
法
律
に
よ
る
保
障
に
委
ね
る
、
と
い
う
無
条
件
で
は
な
い

と
い
う
程
度
の
軽
い
制
限
な
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
法
律
の
留
保
と
は
、「
行
政
権
に
よ
る
人
権
侵
害

は
許
さ
れ
な
い
が
、
立
法
権
が
同
意
す
れ
ば
構
わ
な
い
、
即
ち
議
員

こ
そ
人
権
の
最
後
の
護
り
手
だ
と
い
う
思
想
に
立
っ
て
い
る
。
米
国

流
の
違
憲
立
法
司
法
審
査
制
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
の
思
想
に
基

づ
く
（
（（
（

」
の
で
あ
る
。

　

裁
判
所
に
信
頼
を
置
く
米
国
流
の
違
憲
立
法
審
査
制
を
採
用
し
な

か
っ
た
の
は
、
こ
の
時
代
、
日
本
の
憲
法
や
法
律
の
モ
デ
ル
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
考
え
で
あ
る
大
陸
法
が
、
主
流
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
明
治
憲
法
も
大
陸
法
が
ベ
ー
ス
で
あ
っ
た
た
め
、
法
律
を

制
定
す
る
議
会
こ
そ
が
国
民
を
守
る
砦
で
あ
り
、
国
民
か
ら
の
信
頼



334明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 51 号〕平成 26 年 11 月

も
議
会
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
吉
野
作
造
の
理
解
は
正

し
い
の
で
あ
る
。

　

国
際
人
権
規
約
な
ど
人
権
問
題
に
熱
心
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
以
降
、
米
国
の
影
響
を
受
け
て
、
人
権
は
法
律
に
よ
る

保
障
か
ら
憲
法
に
よ
る
保
障
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
表
現

（
一
）　
表
現
（expression
）
の
意
味
に
つ
い
て

　

明
治
憲
法
と
違
い
、
日
本
国
憲
法
で
は
「
表
現
」
が
何
を
指
す
の

か
不
透
明
で
あ
る
。
通
常
、「expression
」
は
、
広
義
の
意
味
で

は
「
表
現
」
を
指
す
が
、
狭
義
の
意
味
で
は
「
表
明
」
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

表
明
と
は
、
自
分
の
考
え
・
決
意
な
ど
を
、
は
っ
き
り
あ
ら
わ
し

示
す
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
表
明
は
「
引
退
を
表
明
す
る
」

な
ど
、
情
報
伝
達
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
他
者
に
言
論
行
為
を
原
則
に
、
何
か
を
伝
え
る
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
は
極
め
て
厳
格
で
あ
る
た
め
法
律

用
語
に
馴
染
む
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
表
現
と
は
、
心
理
的
、
感
情
的
、
精
神
的
な
ど

の
内
面
的
な
も
の
を
、
外
面
的
、
感
性
的
形
象
と
し
て
客
観
化
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

客
観
的
形
象
と
し
て
は
、
表
情
・
身
振
り
・
言
語
・
記
号
・
造
形

物
な
ど
を
指
す
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
の
範
囲
は
無
限
に
な
る
恐
れ

が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
感
情
を
表
現
す
る
と
か
」、「
全
身
で
表

現
す
る
」
と
か
で
、
情
報
伝
達
の
形
式
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
い
か
に
伝
え
る
か
で
意
味
的
に
は
無
限
定
な
た
め
、

言
葉
の
意
味
を
限
定
的
に
考
え
る
法
律
用
語
と
し
て
は
、
馴
染
ま
な

い
言
葉
で
あ
る
。

　

日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
を
憲
法
上
に
規
定
し
て
い
る
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
五
条
一
項
で
は
、「
何
人
も
、
言
論
、

文
書
お
よ
び
図
画
を
も
っ
て
、
そ
の
意
見
を
自
由
に
発
表
し
、
お
よ

び
流
布
し
、
な
ら
び
に
一
般
に
入
手
で
き
る
情
報
源
か
ら
妨
げ
ら
れ

る
こ
と
な
く
知
る
権
利
を
有
す
る
（
（（
（

」
と
規
定
す
る
。

　

ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
国
憲
法
第
一
九
条
で
は
、「
信
仰
の
告
白
、
そ

の
公
共
の
場
で
の
行
使
の
自
由
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
関
す
る
意

見
表
明
の
自
由
は
保
障
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
自
由
行
使
時

に
な
さ
れ
た
犯
罪
の
処
罰
を
除
く
（
（（
（

」
と
規
定
す
る
。

　

さ
ら
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
第
二
章
「
基
本
的
自
由
お
よ
び
権

利
」
第
二
条
で
は
、「
す
べ
て
の
市
民
は
、
行
政
と
の
関
係
に
お
い
て
、

あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
宗
教
的
、
文
化
的
そ
の
他
の
関
係
に
お
け
る
意

見
の
表
明
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
市
民
は
、
行
政
と
の
関
係
に
お
い
て
、
意
見
形
成
の
た
め
の

集
会
も
し
く
は
示
威
運
動
そ
の
他
の
意
見
の
表
明
に
参
加
す
る
こ
と
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は
強
制
さ
れ
ず
、
ま
た
は
政
治
結
社
、
宗
教
団
体
そ
の
他
の
第
一
段

に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
意
見
の
た
め
の
団
体
に
属
す
る
こ
と
を
強
制
さ

れ
る
こ
と
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
（（
（

」
と
規
定
す
る
。

　

こ
れ
ら
三
カ
国
の
範
囲
で
も
、「
表
現
」
の
意
味
は
意
見
表
明
の

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
日
本
国
憲
法
で
は
、「
表
現
の
自
由
」
の
表
現
を
広
義
の

意
味
で
、
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ま
ま
広
義
の
意
味
で

解
釈
し
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
拡
大
解
釈
に
よ
る

解
釈
改
憲
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
は
、
行
政
府

に
よ
る
恣
意
的
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、
司
法
府
に
よ
る
有
効

な
救
済
が
絶
望
的
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
是
正
す
る
た
め
に
、
憲
法
改
正
の
際
に
は
、

拡
大
解
釈
を
生
む
よ
う
な
文
言
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体

的
に
は
、
多
義
語
に
な
る
表
現
と
い
う
用
語
を
避
け
る
か
、
明
治
憲

法
二
九
条
の
よ
う
に
言
論
な
ど
限
定
的
な
意
味
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

私
見
で
は
、
明
治
憲
法
二
九
条
の
よ
う
に
限
定
的
な
意
味
の
方
が

法
的
な
安
定
性
が
あ
る
た
め
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

（
二
）　�「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
呼
称
を
広
め
た
人
物
は
誰

な
の
か

　

日
本
国
憲
法
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
が
憲
法
草
案
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

草
案
）
を
作
成
し
た
も
の
を
日
本
政
府
が
追
認
し
て
、
形
式
的
に
は

明
治
憲
法
七
三
条
に
よ
る
改
正
規
定
で
有
効
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
に
関
わ
っ
た
者
達
は
、
米
国

憲
法
に
は
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、

自
明
か
つ
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
日
本
国
憲
法
で
は
、「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
概
念
に
な
っ

て
い
る
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
日
本
国
憲
法
で
「
表
現
の
自
由
」
を
根
づ
か
せ
る
た

め
に
、
表
で
は
明
治
憲
法
七
三
条
に
よ
る
改
正
で
正
当
性
を
担
保
し

て
い
た
が
、
そ
の
裏
で
は
厳
し
い
検
閲
と
い
う
違
憲
行
為
を
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
江
藤
淳
に
よ
れ
ば
、「
米
国
は
、
か
か
る
憲
法
を
日
本

人
に
採
択
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
少
な
く
て
も
建
前
の
上
で
は
、

日
本
の
言
語
空
間
を
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
保
障
す
る
言
語

空
間
と
、
ほ
ぼ
等
質
な
も
の
に
改
造
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
当
の
米
占
領
軍
当
局
が
、
み
ず
か
ら
大
規
模
か
つ
徹
底
的
な
検

閲
を
実
施
し
、
し
か
も
そ
の
事
実
を
秘
匿
し
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
辻
褄
の
合
わ
ぬ
話
と
い
う
ほ
か
な
い
（
（（
（

」
と

述
べ
る
。

　

合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
立
法
趣
旨
に
関
し
て
、
チ
ャ
フ
ィ
ー

に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
憲
法
の
「
言
論
表
現
の
自
由
と
は
、
英
国
の
場

合
の
よ
う
に
行
政
府
に
よ
る
事
前
検
閲
か
ら
の
自
由
に
と
ど
ま
ら
ず
、



336明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 51 号〕平成 26 年 11 月

立
法
府
に
よ
る
規
制
的
立
法
か
ら
の
自
由
を
も
意
味
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
（（
（

」
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

【
米
国
憲
法
】

修
正
第
一
条
［
信
教
・
言
論
・
出
版
・
集
会
の
自
由
、
請
願
権
］

　

連
邦
議
会
は
、
国
教
を
定
め
ま
た
は
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁

止
す
る
法
律
、
言
論
ま
た
は
出
版
の
自
由
を
制
限
す
る
法
律
、

な
ら
び
に
国
民
が
平
穏
に
集
会
す
る
権
利
お
よ
び
苦
痛
の
救
済

を
求
め
て
政
府
に
請
願
す
る
権
利
を
制
限
す
る
法
律
は
、
こ
れ

を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
（
（（
（

。

　

明
治
憲
法
二
九
条
で
は
「
言
論
著
作
印
行
…
…
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」

と
あ
り
、
米
国
憲
法
と
同
様
、「
言
論
の
自
由
」
で
あ
っ
た
。

　

伊
藤
博
文
は
、「
立
憲
の
国
は
、
其
の
変
じ
て
罪
悪
を
成
し
又
は

治
安
を
妨
害
す
る
者
を
除
く
外
、
総
て
其
の
自
由
を
予
へ
て
以
て
思

想
の
交
通
を
発
達
し
め
、
且
以
て
人
文
進
化
の
為
に
有
益
な
る
資
料

た
ら
し
め
ざ
る
は
な
し
（
（（
（

」
と
明
治
憲
法
の
注
釈
書
で
説
い
て
い
る
。

　

日
本
国
憲
法
制
定
時
に
は
、「expression

」
の
訳
は
、
宮
沢
俊

義
を
始
め
、
原
則
と
し
て
「
言
論
の
自
由
」
と
解
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
宮
沢
俊
義
は
、「『
言
論
の
自
由
』
は
本
来
、
口
頭
に
よ

る
も
の
を
、『
出
版
の
自
由
』
は
印
刷
物
に
よ
る
も
の
を
い
う
の
で
あ

る
が
、
…
…
『
言
論
の
自
由
』
と
い
う
の
が
、
通
例
で
あ
り
、
ま
た
こ

れ
を
『
表
現
の
自
由
』
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
（
（（
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

で
は
、
誰
が
今
日
、
日
本
国
憲
法
で
自
明
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
、「
表
現
の
自
由
」（
憲
法
二
一
条
）
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
変
更
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
、
青
山
武
憲
は
、「
わ
が
国
を
代
表
し
た
憲
法
学
者
の
著

書
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
宮
沢
俊
義
「
憲
法
Ⅱ
」

（
新
版
）
は
、『
表
現
の
自
由
』『
集
会
・
結
社
の
自
由
』『
通
信
の
秘

密
』、
伊
藤
正
巳
『
憲
法
』（
新
版
）
は
、『
集
会
・
結
社
の
自
由
』

『
言
論
・
出
版
の
自
由
』、
田
上
穣
治
『
入
門
憲
法
』（
改
訂
新
版
）
は
、

「
意
見
形
成
お
よ
び
意
見
発
表
の
自
由
」「
集
会
お
よ
び
結
社
の
自

由
」、
そ
し
て
芦
部
信
喜
『
憲
法
』（
新
版
）
は
、
精
神
的
自
由
権

（
二
）
－
『
表
現
の
自
由
』
と
題
し
て
い
る
。
…
…
憲
法
の
著
者
に

よ
っ
て
テ
ー
マ
が
異
な
る
の
は
、
そ
の
規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
規
定
の
仕
方
お
よ

び
内
容
の
不
明
確
さ
が
、
多
く
の
者
を
し
て
、
そ
の
解
釈
を
別
様
に

し
、
テ
ー
マ
を
異
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
（
（（
（

」
と
述
べ
る
。

　

そ
し
て
、
青
山
武
憲
は
、「
わ
が
国
の
最
近
の
憲
法
学
会
に
最
も

影
響
力
を
有
し
た
故
芦
部
信
喜
の
著
書
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
二

一
条
が
『
表
現
の
自
由
』
と
題
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
憲
法
学
会
に
お
け
る
理
解
の
仕
方
の
影
響
を
受

け
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
教
授
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
憲
法
あ
る

い
は
憲
法
学
会
と
の
関
わ
り
は
、
か
な
り
密
で
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら

で
あ
る
（
（（
（

」
と
い
う
推
論
を
立
て
て
い
る
。
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私
自
身
、
青
山
武
憲
の
推
論
は
、
正
し
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

　

東
大
法
学
部
で
芦
部
信
喜
の
前
任
者
で
あ
る
宮
沢
俊
義
は
、
フ
ラ

ン
ス
憲
法
を
専
攻
し
て
い
る
の
で
、
大
陸
法
系
の
学
者
で
あ
る
。

『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
』
で
も
確
認
が
で
き
る
が
、
お
そ

ら
く
「
言
論
の
自
由
」
と
い
う
表
記
を
宮
沢
俊
義
自
身
も
、
原
則
と

し
て
使
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
芦
部
信
喜
に
い
た
っ
て
は
、
青
山
武
憲
が
指
摘

す
る
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
専
攻
し
て
い
た
事
情
の
た
め
か
、

ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
を
母
胎
と
す
る
大
陸
法
系
の
表
記
と
、
完

全
な
決
別
を
し
て
い
る
。

　

青
山
武
憲
の
推
測
に
、
さ
ら
に
私
見
を
加
え
る
な
ら
ば
、
芦
部
信

喜
は
明
治
憲
法
の
母
胎
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
に
対
し
て
、
日
本
と
共
に

敗
戦
し
た
ド
イ
ツ
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

芦
部
信
喜
の
『
憲
法
』（
新
版
）
の
項
目
を
見
て
も
、
人
権
規
定

が
異
常
に
多
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
米
国
が
日
本
に
押

し
付
け
た
憲
法
九
条
に
次
い
で
、
米
国
憲
法
に
は
規
定
が
な
い
「
表

現
の
自
由
」
を
芦
部
信
喜
経
由
で
、
日
本
に
根
付
か
せ
よ
う
と
し
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）　 

ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
表
現

　
「
表
現
」
の
概
念
は
、
現
代
社
会
は
、
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
社
会
か

ら
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
社
会
に
移
行
し
て
い
る
た
め
に
、
よ
り
「
表

現
」
が
広
が
り
、
判
断
が
困
難
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
社
会
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
新

し
い
通
信
技
術
社
会
と
対
比
し
て
、
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ

オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
（
旧
伝
達
媒
体
）
が
主
流
の
旧
伝
達
媒
体
社
会

を
指
す
も
の
と
す
る
。

　

旧
伝
達
媒
体
社
会
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
情
報
を
独
占
的
も

し
く
は
寡
占
的
に
支
配
し
て
い
た
。
情
報
の
流
れ
は
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
か
ら
国
民
の
側
に
一
方
向
的
（
上
か
ら
下
）
に
流
れ
る
仕
組

み
の
社
会
構
造
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ

ン
に
よ
れ
ば
、「
複
製
の
た
め
の
技
術
的
手
段
を
利
用
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
伝
播
す
る
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
装
置
を
包
括
す
る
も

の
（
（（
（

」
と
定
義
す
る
。
本
稿
で
は
、
新
聞
社
、
テ
レ
ビ
局
、
出
版
社
な

ど
の
営
利
企
業
（
法
人
）
を
指
す
、
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
こ
と

に
す
る
。

　

ま
た
、
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
（
新
伝
達
媒
体
）
と
は
、
Ｉ
Ｔ
（
情
報

技
術
）
の
進
歩
に
よ
る
伝
達
媒
体
を
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
世
界
中
の
網
）、blog

（
Ｗ
ｅ
ｂ
上
の
日
記
）、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
型
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
てLIN

E

やFacebook

が
あ

る
。
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想
定
す
る
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
社
会
と
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
高
度
情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

　

高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成

基
本
法
（
第
二
条
）
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
・

メ
デ
ィ
ア
社
会
と
は
、｢

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
自
由
か
つ
安
全
に
多
様
な
情
報
又
は

知
識
を
世
界
的
規
模
で
入
手
し
、
共
有
し
、

又
は
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
お
け
る
創
造
的
か
つ
活
力
あ
る
発
展
が

可
能
と
な
る
社
会
を
い
う
（
（（
（

｣

と
定
義
し
て

い
る
。

　

ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
社
会
で
は
、
Ｉ
Ｔ
技

術
の
進
歩
に
よ
り
、
表
現
の
伝
達
形
式
は
日

進
月
歩
変
化
す
る
と
い
う
問
題
が
、
常
に
内

在
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
明
治
憲
法
二
九
条
の
よ
う
に

「
言
論
」
に
限
定
す
れ
ば
、
混
乱
は
減
少
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

あ
る
い
は
、
日
本
国
憲
法
で
も
「
表
現
」

を
表
明
（
狭
義
の
意
味
）
と
い
う
意
味
に
限
定

　表 1　情報の所有形態の歴史的な変遷
メディア社会 ニュー・メディア社会

時代区分 原始社会 中世社会 近代社会 現代社会 情報化社会
情報の
所有者 大衆 教会・

支配者 政府・軍 政府・大企業・
マスコミ

政府・マスコミ・大企
業・国民

情報の
所有形態 共有 独占 寡占 共有

情報の流れ 制限無し 送り手から受け手への一方的な流れ 双方向
情報の
伝達形式 口頭 印刷物 マス・メディア 特に、LINEやFacebook

などの SNS が主流
　林紘一郎『インフォミュニケーションの時代』（中央公論社、1984 年）19 頁－ 21 頁をも
とに加筆修正をした。

表 2　情報伝達の歴史的な変遷
区分 始期 終期 情報伝達形式 制約の克服

メ
デ
ィ
ア
社
会

第一期 言語の使用 文字の発明 大声・のろし、地
域文明 言語による相互理解

第二期 文字の発明 印刷の発明 飛脚（郵便）、都市
国家とその版図 文字による情報の伝達

第三期 印刷の発明 電信の発明 印刷（出版） 文字による情報の伝達の
大量伝達と蓄積

第四期 電信の発明 テレビの発明 パーソナル・電子
メディア

時間と空間を克服した情
報の伝達

第五期 テレビの発明 インターネットの商用化 マス・メディア 世界規模の即時・大量情
報の伝達

ニ
ュ
ー
メ

デ
ィ
ア
社
会

第六期
インターネッ
トの商用化
（実用化）

次世代技術の出
現待ち中
（限界かも）

コンピュータ通信
（携帯電話、スマート
フォーン、iPad）

メディアとメッセージの
自在な組み合わせが可能

　林紘一郎『情報メディア法』（東京大学出版会、2005 年）3頁をもとに加筆補足をした。
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た
上
で
進
め
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

通
信
の
問
題
で
は
、
す
で
に
日
本
国
憲
法
が
想
定
し
た
範
囲
を
超

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
Ｉ
Ｔ
技

術
の
急
速
な
進
歩
に
よ
っ
て
、
放
送
と
通
信
の
融
合
化
現
象
が
進
み

両
者
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
状
況
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
で
決
定
的
と

な
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
一
対
多
、
も
し
く
は
多
対
多
と

い
っ
た
、
不
特
定
多
数
が
関
与
す
る
通
信
を
実
現
さ
せ
た
。

　

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放
送
な
ど
で
、
通
信
上
の
放
送
を
も

現
実
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

通
信
は
、
一
対
一
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
対
人

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
主
体
と
し
、
媒
体
と
し
て
は
電
話
や
郵

便
が
想
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
放
送
は
、
不
特
定
多
数
に
対
し
て
電
波
で
情
報

を
伝
送
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
で
、
媒
体
と
し
て
は
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
想
定
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

松
井
茂
記
は
、
解
決
策
と
し
て
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
形

態
の
う
ち
電
子
メ
ー
ル
に
は
通
信
の
秘
密
を
保
障
し
、
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
、
掲
示
板
や
会
議
室
の
利
用
、
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
の
保
護
を
認
め
る
べ

き
（
（（
（

」
だ
と
主
張
す
る
。

す
れ
ば
混
乱
の
危
惧
は
減
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　

表
現
を
広
義
の
意
味
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
情
報
の
伝
達
形
式
に
は

様
々
な
意
味
が
存
在
す
る
た
め
、
有
害
な
表
現
な
ど
も
内
包
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
本
当
に
、
表
現
と
い
え
る
か
否
か
の
判
断
が
、
極
め
て

困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
四
）　 

通
信
の
秘
密
と
表
現

　

明
治
憲
法
二
六
条
が
、
通
信
の
う
ち
「
信
書
の
秘
密
」
の
み
を
保

障
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
社
会
の
よ
う
に

通
信
手
段
が
発
達
し
た
場
合
で
も
、
否
定
を
す
る
趣
旨
で
は
な
い
、

と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
日
本
国
憲
法
は
迷
走
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

二
一
条
一
項
に
「
表
現
」
の
自
由
を
規
定
し
な
が
ら
、
二
項
に
は
他

人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
私
生
活
に
お
け
る
秘
密
、
す
な
わ
ち
、
表
現

を
し
な
い
領
域
を
保
護
す
る
通
信
の
秘
密
が
あ
る
点
は
、
論
理
矛
盾

で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
明
治
憲
法
に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
矛
盾
は
な

い
の
で
あ
る
。
明
治
憲
法
の
制
定
時
の
環
境
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
現

在
の
よ
う
な
時
代
環
境
に
は
、
直
接
的
に
は
合
わ
な
い
が
、
立
法
趣

旨
は
合
致
す
る
も
の
も
多
々
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
再
度
、
私
見
を
繰
り
返
す
が
、
憲
法
改
正
の
議
論

と
し
て
の
前
提
は
明
治
憲
法
を
制
定
し
た
立
法
者
の
思
い
を
斟
酌
し
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ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
よ
っ
て
、
表
現
の
自
由
に
お
け
る

「
表
現
」
は
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
社
会
で
は
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ー

ン
に
よ
る
メ
ー
ル
、
Ｐ
Ｃ
（
パ
ソ
コ
ン
）
に
よ
る
電
子
メ
ー
ル
が
日

常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
絵
文
字
な
ど
に
つ

い
て
は
、
表
現
を
吟
味
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
表
現
と
し

て
取
扱
う
か
な
ど
課
題
は
山
積
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
は
、
今
日
の
「
表

現
」
と
い
う
概
念
で
は
明
確
な
法
的
な
判
断
が
つ
か
ず
、
著
作
権
法

な
ど
の
知
見
を
参
考
に
し
な
い
と
解
釈
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
れ
は
「
表
現
」
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
が
招
く
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
未
知
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
明
治
憲
法
の

知
恵
が
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

明
治
憲
法
を
悪
役
に
し
た
の
は
、
治
安
維
持
法
な
ど
表
現
を
制
限

し
た
テ
ー
マ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
治
安
維
持
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
明
治

憲
法
で
は
言
論
の
自
由
の
侵
害
が
著
し
か
っ
た
と
い
う
批
判
が
、
今

日
ま
で
席
巻
を
し
て
い
る
。

　

最
近
、
牧
太
郎
の
「
日
本
は
危
う
い
！
『
治
安
維
持
法
』
復
活
の

気
配
ま
で
（
（（
（

」
と
い
う
週
刊
誌
に
連
載
も
の
を
目
に
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
最
近
、
治
安
維
持
法
を
肯
定
的
に
捉
え
る
向
き
が
増
え
て
き
て

い
る
の
で
、
日
本
は
戦
前
に
逆
戻
り
に
な
り
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う

趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

　

あ
の
時
代
に
逆
戻
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
は
、
反
対
派
が
い

つ
も
主
張
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
牧
の
主
張
を
好
意
的
に
読
め
ば
、

明
治
憲
法
お
よ
び
明
治
時
代
に
対
す
る
偏
見
が
、
よ
う
や
く
国
民
議

論
と
し
て
起
き
て
き
た
証
か
と
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

今
回
の
論
稿
で
は
、
第
一
に
、
日
本
国
憲
法
に
対
し
て
明
治
憲
法

は
「
法
律
の
留
保
」
が
あ
る
た
め
劣
っ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
あ
る

が
、
吉
野
作
造
の
論
文
を
題
材
に
、
明
治
憲
法
は
劣
っ
て
は
い
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

第
二
に
、
戦
後
、
日
本
国
憲
法
の
「
表
現
の
自
由
」
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
言
論
統
制
に
よ
る
残
滓
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。

　

第
三
に
、
日
本
国
憲
法
の
母
体
で
あ
る
合
衆
国
憲
法
に
は
な
い

「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
怪
し
い
表
現
を
推
進
し
た
人
物
は
誰
な
の

か
に
つ
い
て
指
摘
を
し
た
。
こ
の
点
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
で

あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
点
で
も
あ
り
、
意
図
的
に
避
け
て

来
た
論
点
で
も
あ
っ
た
。

　

第
四
に
、
紙
ベ
ー
ス
を
主
体
と
し
た
旧
来
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
表

現
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
表
現
を
考
え
る

に
あ
た
り
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
表
現
の
意
味
づ
け
は
参
考
に
な
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
通
信
の
秘
密
と
表
現
で
も
同
様
で

あ
っ
た
。
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註（1
）　
「『
国
民
の
憲
法
』
要
綱
」『
産
経
新
聞
』
産
経
新
聞
社
（
平
成
二

五
年
四
月
二
六
日[

朝
刊]

一
四
版
）
一
面
。
後
に
、
産
経
新
聞

社
編
『
国
民
の
憲
法
』（
産
経
新
聞
出
版
・
二
〇
一
三
年
）
に
内

容
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

倉
山
満
『
帝
国
憲
法
の
真
実
』（
扶
桑
社
新
書
・ 

二
〇
一
四
年
）

一
八
四
～
一
八
五
頁
。

（
3
）　 

倉
山
満
『
常
識
か
ら
疑
え
！
山
川
日
本
史　

近
現
代
史
編
上
』

（
ヒ
カ
ル
ラ
ン
ド
・ 

二
〇
一
三
年
）
二
四
～
二
五
頁
。

（
4
）　

同
上
・
二
四
～
二
五
頁
。

（
5
）　

同
上
・
二
六
頁
。

（
6
）　

同
上
・
二
六
頁
。

（
7
）　

三
谷
太
一
郎
編
『
日
本
の
名
著　

四
八　

吉
野
作
造
』（
中
央
公

論
社
・
一
九
七
二
年
）
一
〇
二
頁
。

（
8
）　

岩
倉
具
視
「
岩
倉
『
大
綱
領
』」
筒
井
若
水
他
『
日
本
憲
法
史
』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
六
年
）
一
〇
四
頁
。

（
9
）　

筒
井
若
水
他
『
日
本
憲
法
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
・ 

一
九
七
六

年
）
一
三
三
頁
。

（
10
）　

同
上
・
一
三
三
頁
。

（
11
）　

永
田
秀
樹
「
ド
イ
ツ
憲
法
」
阿
部
照
哉
他
編
『
世
界
の
憲
法
集

［
第
四
版
］』（
有
信
堂
・
二
〇
〇
九
年
）
二
八
一
頁
。

（
12
）　

武
居
一
正
「
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
」
阿
部
照
哉
他
編
『
世
界
の
憲
法
集

［
第
四
版
］』（
有
信
堂
・ 

二
〇
〇
九
年
）
四
二
五
頁
。

（
13
）　

平
松
毅
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
」
阿
部
照
哉
他
編
『
世
界
の
憲
法

集
［
第
四
版
］』（
有
信
堂
・ 

二
〇
〇
九
年
）
一
五
一
頁
。

（
14
）　

江
藤
淳
『
閉
ざ
さ
れ
た
言
論
空
間
』（
文
春
文
庫
・
一
九
九
四
年
）

三
一
六
頁
。

（
15
）　

同
上
・
六
九
頁
。

（
16
）　
『A
bout the　

U
SA

』
ア
メ
リ
カ
ン
セ
ン
タ
ー
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

資
料
室
の
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
訳
」
よ
り
。

http://aboutusa.japan.usem
bassy.gov/jusaj-m

ain.htm
l

。

平
成
二
六
年
六
月
二
五
日
、
二
二
：
三
〇
に
ア
ク
セ
ス
。

（
17
）　

伊
藤
博
文
、
宮
沢
俊
義
校
註
『
憲
法
義
解
』（
岩
波
書
店
・
一
九

八
九
年
）
六
〇
～
六
一
頁
。

（
18
）　

宮
沢
俊
義
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
新
社
・

昭
和
三
〇
年
）
二
四
五
頁
。

（
19
）　

青
山
武
憲
「
憲
法
改
正
問
題
（
一
五
）
雑
多
す
ぎ
る
日
本
国
憲
法

二
一
条
」『
季
刊
現
代
警
察
（
一
〇
三
号
）』（
啓
正
社
・
二
〇
〇

四
年
）
五
四
－
五
五
頁
。

（
20
）　

同
上
・
五
五
頁
。

（
21
）　

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
（
林
香
里
訳
）『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
リ
ア

リ
テ
ィ
』（
木
鐸
社
・
二
〇
〇
五
年
）
八
頁
。

（
22
）　
「
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法
」（
平
成
一
三

年
一
月
六
日
施
行
）。

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/it/kihonhou/honbun.htm

l

。

平
成
二
六
年
六
月
二
三
日
、
一
九:

四
五
ア
ク
セ
ス
。

（
23
）　

松
井
茂
記
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
（
第
五
版
）』（
日
本
評
論

社
・
二
〇
一
三
年
）
三
二
三
頁
。

（
24
）　

牧
太
郎
「
牧
太
郎
の
青
い
空　

白
い
雲
」『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』（
毎

日
新
聞
社
・
二
〇
一
四
年
六
月
一
五
日
号
）
一
二
九
頁
。

（
大
阪
国
際
大
学
グ
ロ
バ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
准
教
授
）


